
授業料免除（１号申請）について（学部・大学院生） 

１ 対象者 

経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる

者（＊高知県公立大学法人高知県立大学授業料等に関する規程第１２条第

１項第１号に該当する者） 
 
２ 免除の額 

  ①第１２条第１項第１号に該当する者・・・ 

納付すべき授業料の全額または半額 

   ※給付奨学金を受けている学生は、修学支援新制度で受けている授業料免除金額が優

先されますが、本学での授業料免除制度での免除額が上回る場合、この制度が採用

されます。 
 
３ 申請手続及び選考結果 

 ア 申請は年１回です。授業料免除の申請を希望する者は、ポータルシステ

ムの「お知らせ」又は高知県立大学 HP にある所定の様式に必要事項を記入

のうえ、必要書類を添えて、提出締切日までに申請してください。 

申請締切：7 月 24 日（金）17 時 郵送の場合も期限内必着 

イ 選考結果 
免除者の個人宛決定通知は、10 月中旬を予定しています。 
※修学支援新制度による授業料減免の対象者の方には、本選考結果と修学

支援新制度による授業料減免の結果を併せて通知します。 
 

４ その他 

  全額免除が決定した方は、納付済みの前期授業料を後日還付します。 

  半額免除が決定した方は、後期授業料の納付は不要です。 
 

詳しくはこちらまで 

【文化】永国寺キャンパス 教務・学生支援課 

 〒780-8515 高知市永国寺町 2 番 22 号 TEL：088-821-710５ 

【看護・社福・健栄】池キャンパス 教務・学生支援課 

〒781-8515 高知市池 2751 番地 1 TEL：088-847-8577 

◆2 号申請について 

「１年以内に家計急変があった者を対象とした授業料免除制度」です。 

例・家計を主に支えている父(母)が死亡、長期入院により働けなくなったなど 

・本人または学資負担者が火災・風水害等による被害を受けたなど 

上記の理由等により、家計急変があった場合など緊急を要する場合、別途、教務・学生

支援課窓口にご相談ください（随時、申請を受け付けています。）。 



授授業業料料免免除除のの主主なな要要件件  

１ 学力基準  

【1回生】前期の成績のＧＰＡ3.30以上（学部）、評点平均が80点以上（大学院）。 

【2回生以上】直近1年の成績がＧＰＡ3.30以上（学部）、評点が80点以上（大学院）。 

今年度入学の編入生は、前期の成績がGPA3.30以上。（学部生のみ） 

 

２ 家計基準  

・原則として前年の１年間（令和 7 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日）の所得を

基準とします。 

・総所得金額は税法上の所得と異なります。高知県立大学授業料等免除決定基

準に定められた方法により、収入の種類、家族の状況等によって総所得金額

を認定しています。 

・基準の公表及び開示は行っていません。 

 

３ その他の要件  

・なんらかの奨学金の給付又は貸与を受けていること.。 

※ 奨学金ではなく日本政策金融公庫等の教育ローンを利用している場合や、給付型奨学金を

受給している場合はご相談ください。 

  ・修業年限内の卒業が可能であること。 

※ただし、病気等に起因する休学により卒業が延期となる場合は認められることがあります

のでご相談ください。 

   

４ 授業料について  

・前期の授業料について、期限まで（４月25 日）に納めている、もしくは期限までに延納・

分納申請を行い、申請通りに納付されていること。 

 

５ 注意事項  

・申請後、大学が追加書類の提出を求めたにもかかわらず、提出がなかった場

合は、選考を行わない場合がありますので、必ず提出してください。 

・授業料を免除された場合でも、免除の理由が消滅したり、その資格を失った

場合は、速やかに授業料免除理由消滅届等を提出してください。 

・免除の申請について、虚偽の事実が判明した場合は、免除を取り消す場合が

ありますので、ご注意ください。 






